滋賀県立甲良養護学校 中庭改修　仕様書
1 業務名：滋賀県立甲良養護学校 中庭改修工事
2 業務場所：甲良養護学校　中庭
3 業務内容の概要
滋賀県立甲良養護学校の中庭において、既存舗装の撤去、地盤の不陸修正、再生砕粒の敷設、ゴムチップ舗装の施工、ならびに花壇縁石等の復旧を行う。
本工事は、中庭の利用者の安全確保、美観の向上、ならびに利便性の確保を目的とする。
· 既存の舗装材を全面的に撤去する。
· 地盤の不陸を修正し、舗装に適した下地を整備する。
· 再生密粒を敷設する。
· 開粒度アスコンを敷設し、その上にゴムチップ舗装を施工する。
· 花壇縁石等の付帯構造物の復旧、更新を行う。
· 詳細な範囲、形状については別途図面を参照のこと。
4 業務期間
契約締結日から令和８年８月31日（月）
5 施工
<一般共通事項>
(1) 施工基準
本業務は、本仕様書、図面等を遵守し、完全に施工すること。なお仕様書および図面に記載されていない事項は、すべて下記図書（最新版）を参考とする。
· 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
· 公共建築工事標準仕様書（建築工事、電気設備工事、機械設備工事編）
· 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事、電気設備工事、機械設備工事編）
· 建築工事監理指針
· 建築改修工事監理指針
· 電気設備工事監理指針
· 機械設備工事監理指針
· 公共建築設備工事標準図（電気設備工事、機械設備工事編）
(2) 業務写真
業務写真はカラーとし、着工前、改修中、材料のメーカー名・型番・使用期限、完成時の各内容が明確に判別できるものを提出すること。
(3) 材料の規格
本業務に使用する材料は、全て設計図書に定める所要の品質および性能を有するものとし、JIS又はJASのマーク表示のないもの等は担当職員と協議のうえ承諾されたものを使用しなければならない。また、建築材料等は極力県内産品を選定すること。

· 開粒度アスコン:厚さt50　路盤材として十分な強度と均質性を有すること。
· 再生砕粒: 厚さt50　路盤材として十分な強度と均質性を有すること。
· ゴムチップ舗装材: 厚さt10ソフトアンツーカ一普通樹脂タイプ。耐候性、耐摩耗性、弾力性、安全性に優れ、利用者の転倒時の衝撃吸収に配慮された製品を選定すること。
(4) 業務可能時間
原則として、業務は平日の行事に支障のない時期に実施し、実施時間は 8:35〜17:00とする。ただし、施設管理者と協議により作業時間の変更は可能とする。また、施設運営上平日でも作業ができない日もあるため、十分な打ち合わせを行うこと。
(5) 業務の手順
· 業務に着手する前に、担当職員と十分に打ち合わせおよび協議を行い、業務完了までの工程表を担当職員に提出し、これの承諾を受けなければならない。
· 機器の搬入時期、方法等は、全て担当職員と協議し、これの承諾を受けてから行うものとする。
· 施工に伴い既存構造物の一時移設および復旧が派生する場合は、必要に応じて担当職員立ち会いのもと実施しなければならない。
· 本業務に関連する他の改修や点検がある場合、当該受注者と連絡を密にとって相互に協力しあい、円滑な施工に務めなければならない。
· 共通仮設・養生設置: 改修期間中の安全通路の確保、改修区画の明確化、養生シート等の設置を行う。
· 既存物撤去:
· 既存舗装材 (1,170㎡) を撤去し、発生材は適切に処分する。
· 既存不要材（花壇縁石等）1式を撤去し、発生材は適切に処分する。
· 地盤修正: 既存地盤の不陸を修正 (1,170㎡) し、舗装下地として所定のレベルを確保する。必要に応じて補水砕石等を用いた路盤整形を行う。
· 舗装工:
· ①開粒度アスコン(t50) を敷設 (945㎡) し、転圧により締固める。
②ゴムチップ舗装材(t10ソフトアンツーカー普通樹脂)を敷設（945㎡) する。仕上がりは平滑かつ、弾力性を有するものとする。
· 再生砕粒(t50)を敷設 (225㎡) し、転圧により締固める。
· 付帯工: 既存の花壇縁石等1式を撤去し、新たに地先境界ブロックを設置する。
· その他: 重機回送、現場内の資材・機材運搬、清掃、残材処分を含む全ての付帯作業を円滑に実施する。



(6) 安全対策
· 車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を配置するとともに、騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、業務全般に万全の対策を講ずること。
· 資材や機器、重機の搬入、搬出、荷卸しや荷揚げに際しては、担当職員や施設管理者と協議を行い、施設利用者や建築物その他施設に損害を与えないよう、また施設運営についても支障のないよう安全に十分に注意して行わなければならない。
· 学校施設内での作業であるため、特に児童生徒の安全に最大限配慮し、改修区域への立ち入りを厳重に制限すること。作業員は常に安全保護具を着用し、危険予知活動を徹底すること。
(7) 公害対策
業務着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のないよう、業務完了まで万全の対策を講じること。
(8) 産業廃棄物の処理
業務に伴い発生した産業廃棄物は、関係法令を遵守し適切に処理すること。
(9) 危険物等の保管
危険物等については、現場に放置することなく、保管を厳重に行い、盗難を防止するとともに保管数量についても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うこと。
(10) 事前調査
大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき実施すること。
(11) 現場確認
入札に当たっては、事前に現地確認を行うこと。なお、現地確認については (14) の問い合わせ先に事前に連絡の上、実施すること。
(12) 関係法令遵守
関係法令を順守し、必要に応じ所管消防署等への届出等を適正に行うこと。
(13) その他
· 施工箇所に狭所部があるため、小型重機等の対応となります。
· 日々の清掃に努め、完成後は担当職員の立会検査を受け、合格後引き渡しを行うこと。
· 作業中、本業務の目的を達するために必要な作業が生じた場合は、それを施工すること。
· 契約締結後直ちに工程、施工方法等を担当職員と事前に打ち合わせを行い、承諾を受けた後、施工に着手すること。
· 作業に伴う物品類の移動は施設管理者の指示のもと受注者にて行うこと。
· 関係法令に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出・手続き等を遅滞なく行うこと。
· 本業務は、滋賀県暴力団排除条例ならびに「県の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針」を遵守し契約を締結する。
· 各種下請業者、製造所等県下で供給できるものについては、極力県内業者を選定すること。
· 全ての作業完了後、業務写真等を履行期限までに提出すること。なお、写真はカラーとし、着工前、材料のメーカー名・型番・使用期限、業務中、完成時の各内容が明確に判別できるものを提出すること。
· 作業用水、作業用電力は構内既存の施設を無償で利用できるものとする。
· 安全確保を行うこと。また、必要に応じて、養生等を行うこと。
· 担当職員の指示により施工計画書を作成し、承諾を受けなければならない。
· 見積書に計上されている重機回送費、現場雑費、諸経費、法定福利費等は、本改修の実施に必要な費用として、上記の業務内容に含まれるものとする。
(14) 問い合わせ先
滋賀県立甲良養護学校 担当：西山　晃暉
電話番号：0749-38-4880
メールアドレス：mb90@pref.shiga.lg.jp
(15) 配置図、撤去図、断面図等
別添を参照。

